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令和４年11月１日（火曜日）

午前10時25分開会

会議に付託された議案等

令和４年度宮崎県一般会計補正予○議案第１号

算（第５号）

○その他報告事項

・令和４年度総合政策部組織改正（令和４年11

月１日付け改正）

・令和５年度の施策の構築に当たっての視点

・宮崎空港の国際線の状況について

・令和５年度当初予算編成方針について

・令和４年台風第14号に係る被害等について

・新田原基地における日米共同訓練について

出席委員（８人）

委 員 長 日 高 博 之

副 委 員 長 日 髙 利 夫

委 員 星 原 透

委 員 中 野 一 則

委 員 外 山 衛

委 員 太 田 清 海

委 員 井 上 紀代子

委 員 有 岡 浩 一

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

総合政策部

総 合 政 策 部 長 松 浦 直 康

総合政策部次長
川 北 正 文

（政策推進担当）

総合政策部次長
殿 所 大 明

（県民生活・サミット担当）

津 田 君 彦総 合 政 策 課 長

Ｇ７宮崎農業大臣
中 村 智 洋

会 合 推 進 室 長

総 合 交 通 課 長 佐 野 晃 浩

総務部

総 務 部 長 渡 辺 善 敬

危機管理統括監 横 山 直 樹

総 務 部 次 長
小 牧 直 裕

（総務･市町村担当）

総 務 部 次 長
児 玉 憲 明

（ 財 務 担 当 ）

危 機 管 理 局 長
松 野 義 直

兼危機管理課長

総 務 課 長 渡 邉 世津子

財 政 課 長 高 妻 克 明

消 防 保 安 課 長 寺 田 健 一

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 牛ノ濵 晋 也

総 務 課 主 事 大 島 采 香

ただいまから総務政策常任委員○日高委員長

会を開会いたします。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

す。お手元に配付いたしました日程案のとおり

でよろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それではそのように決定いたし○日高委員長

ます。

執行部の入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時25分休憩

午前10時26分再開

委員会を再開します。○日高委員長

それでは、本委員会に付託されました議案等

について、部長の概要説明を求めます。

令和４年11月１日(火)
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。○松浦総合政策部長 総合政策部でございます

どうぞよろしくお願いいたします。

初めに、当部に係ります組織改正について、

御報告いたします。

本日、11月１日付でＧ７宮崎農業大臣会合推

進室を設置いたしました。新たな幹部職員を紹

介させていただきます。Ｇ７宮崎農業大臣会合

推進室室長の中村智洋です。どうぞよろしくお

願いいたします。

次に、お礼を申し上げます。10月５日に宮崎

カーフェリーの２隻目の新船「フェリーろっこ

う」の宮崎港の入港式におきまして、中野議長

に御出席いただきました。誠にありがとうござ

いました。

また、10月16日には総務政策常任委員会の県

外視察におきまして「フェリーたかちほ」を御

利用いただきました。感謝を申し上げます。

このほかにも、10月には３つの常任委員会と

こどもの未来応援対策特別委員会の県外調査に

おきましても御利用いただいております。重ね

て御礼を申し上げます。

コロナ禍、あるいは燃油価格高騰等の影響も

ありますが、会社では新船の強みを生かした営

。業活動に取り組んでおられるところであります

当航路を安定的に維持していくために、引き続

き、オールみやざきの体制で力を合わせて取り

組んでまいりますので、県議会におかれまして

も御支援、御鞭撻のほどよろしくお願いいたし

ます。

それでは、本日御審議いただきます議案等の

概要について、御説明いたします。

、お手元の総務政策常任委員会資料の２ページ

目次を御覧ください。

まず、Ⅰ、予算議案であります。議案第１号

関係でありますけれども、ここでは新規事業の

Ｇ７宮崎農業大臣会合の開催支援、それから交

通・物流事業者燃料高騰等対策に関する事業に

ついて、御説明させていただきます。

このほかに、債務負担行為として、Ｇ７宮崎

農業大臣会合の開催支援の関係についての御報

告がございます。

Ⅱ、その他報告事項でありますが、先ほど申

し上げました組織改正の関係の御報告、それか

ら令和５年度の施策の構築に当たっての視点に

ついての御報告、それからこの目次の中にはご

、 、ざいませんが 追加資料をお配りしております

宮崎空港の国際線の状況について、別途また御

報告させていただきたいと考えております。

３ページを御覧ください。

今回の11月補正の内容についてでございます

けれども、一般会計の表の一番下の計の欄を御

覧ください。

今回お願いしております補正額は、３億5,739

万8,000円の増額であります。その結果、補正後

の額は、一番右端ですが、272億6,491万4,000円

となります。

４ページを御覧ください。

、 （ ） 、２ 債務負担行為補正 追加 でありますが

先ほど申し上げましたＧ７サミット関連の債務

負担の補正をお願いしているところでございま

す。

私からの説明は以上でありますが、それぞれ

内容につきましては、担当課長から御説明いた

します。どうぞよろしくお願いいたします。

次に、議案についての説明を求○日高委員長

めます。

なお、委員の質疑は執行部の説明が全て終了

した後にお願いいたします。

総合政策課の補正予算に○津田総合政策課長

つきまして、御説明いたします。
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お手元の歳出予算説明資料３ページを御覧く

ださい。

総合政策課の補正予算につきましては、左か

ら２列目の補正額にありますとおり、4,646

万4,000円の増額補正をお願いしております。補

正後の額につきましては、右から３列目、補正

後の額にありますとおり、38億4,002万5,000円

となります。

５ページをお開きください。

中ほどの（事項）県計画総合推進費の説明欄

にありますとおり、全額、新規事業、Ｇ７宮崎

農業大臣会合開催支援事業であります。事業の

内容につきましては、別冊の常任委員会資料で

御説明いたします。

。常任委員会資料の５ページをお開きください

まず、１の事業の目的・背景ですが、令和５

年４月22日、23日に宮崎市のシーガイアコンベ

ンションセンターで開催されるＧ７宮崎農業大

臣会合の成功に向けまして、県・宮崎市・県議

会・市議会のほか、農業・観光・経済等の各種

団体で構成するＧ７宮崎農業大臣会合協力推進

協議会による取組を通じまして、大臣会合の開

催を支援するとともに、県内の機運醸成やおも

てなし等に取り組むものであります。

２の事業の概要を御覧ください。

１、予算額は4,646万4,000円であり、財源は

宮崎再生基金を活用することとしております。

、 、事業期間は 令和４年度から令和５年度までで

事業内容につきましては、会場展示や装花など

の開催支援事業、歓迎行事やボランティアなど

のおもてなし事業、機運醸成や各種イベントな

どの広報・ＰＲ事業、事前視察対応や記録誌作

成などの渉外・総務事業に取り組むこととして

おります。

これらの取組につきましては、下の参考１、

協議会への負担金にありますとおり、県と宮崎

市が２対１の割合で、令和４年度及び令和５年

度に支出を予定している負担金の合計１億4,840

万6,000円の範囲内で実施することといたしてお

ります。

推進体制といたしましては、参考２にありま

すとおり、県を挙げての官民連携組織であるＧ

７宮崎農業大臣会合協力推進協議会が先月24日

に設立され、農業・観光・経済等の各種団体に

参画いただきますとともに、会長を県知事、副

会長を宮崎市長、県議会議長、宮崎市議会議長

とするなど、役員体制も承認いただいたところ

であります。

最後に ３の事業効果ですが 官民一体となっ、 、

た協議会の取組によりまして、大臣会合の円滑

な開催を支援することに加え、食料自給率向上

に貢献する本県農業のさらなる振興をはじめ、

、 、 、人材育成 ＭＩＣＥや観光誘客の促進 そして

地域経済の活性化などを目指してまいりたいと

考えております。

次に、債務負担行為について御説明いたしま

す。

常任委員会資料の７ページを御覧ください。

Ｇ７宮崎農業大臣会合開催支援事業でありま

す。これは、先ほど御説明いたしましたＧ７宮

崎農業大臣会合協力推進協議会が行う大臣会合

の開催支援や県内の機運醸成、おもてなし等の

取組が令和４年度から令和５年までまたぐこと

から、県が負担する令和５年度の負担金につい

て、債務負担行為を設定するものであります。

限度額は6,068万2,000円、期間は令和４年度

から令和５年度までであります。

総合交通課の補正予算に○佐野総合交通課長

ついて御説明させていただきます。

まず、お手元の令和４年度11月補正（臨時）
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。歳出予算説明資料の７ページをお開きください

総合交通課の補正予算につきましては、左か

ら２列目の一般会計補正額にありますとおり、

３億1,093万4,000円の増額補正をお願いしてお

ります。

９ページをお開きください。

上から５行目の（事項）広域交通ネットワー

ク推進費の説明欄の交通・物流事業者燃料高騰

等対策事業について、別冊の常任委員会資料で

御説明いたします。

委員会資料の６ページをお開きください。

まず、１、事業の目的・背景ですけれども、

交通・物流事業者につきましては、コロナ禍に

おける需要減退に加え、原油価格の高止まりの

影響により、依然として厳しい経営環境下にご

ざいます。

このような状況を受け、６月追加補正で措置

した本事業につきまして、国の補助期間の延長

に合わせまして、県といたしましても継続して

支援することにより、交通・物流事業者の負担

軽減を図り、本県の交通・物流網を維持するも

のでございます。

２、事業の概要を御覧ください。

（１）の予算額は３億1,093万4,000円、財源

につきましては、新型コロナ臨時交付金及び宮

崎再生基金を活用いたします。

（３）の事業期間につきましては、令和４年

度 （４）の事業内容ですけれども、①燃料高騰、

対策事業につきましては、予算額が３億933

万4,000円で、下の表に記載のありますとおり、

前回と同様に補助対象をバス、トラック、フェ

、 、 、 、リー ＲＯＲＯ船 タクシー 代行としており

一番右の列の１台当たりの補助額をそれぞれ定

額で補助するものでございます。

このほか、②にありますとおり、推進事務費

として160万円を計上しております。

３の事業効果につきましては、引き続き交通

・物流事業者の運行に係る燃料費の負担軽減を

図ることで、本県の交通・物流網が安定的に維

持されるものと考えております。

執行部の説明が終了しました。○日高委員長

議案について質疑はございませんか。

Ｇ７宮崎農業大臣会合の関係で要○有岡委員

望に近い形でお尋ねしたいと思います。

要人を迎えて行う行事ですので、警護分野で

は警察との連携をしっかり取っていただきたい

し、警察本部で訓練等をやっていらっしゃると

いうことを聞いております。

また、警視庁あたりではドローンを使った対

策とか、新しい取組をやっていらっしゃるよう

ですけれども、例えば現場のおもてなし事業を

担当する方たちがこういうことを考えていると

いうことを常にすり合わせしながら安全対策を

取る必要があると思います。

そういった取組の現状と今後の取組について

お伺いしたいと思います。

今回の○中村Ｇ７宮崎農業大臣会合推進室長

Ｇ７宮崎農業大臣会合につきましては、本県に

おける本当に久しぶりの本格的な国際会議とい

うことで、警護・警備の面も非常に重要な課題

として私どもも認識しているところでございま

す。

現在、県警本部もしっかりチームをつくられ

て、その警備計画等も警察庁や海上保安庁など

とも連携しながら検討されていると承知してお

ります。私どもも今回、県警からも職員を１名

、 、派遣していただきまして 県警の職員を中心に

県警本部とは常に連携し、情報共有しながら、

警備についても万一のことがないようにしっか

り対応してまいりたいと考えてございます。



- 5 -

令和４年11月１日(火)

このＧ７宮崎農業大臣会合開催支○星原委員

援事業ということで予算を組まれていますが、

想定される各国からの人員なんかを把握されて

予算を組まれているんですかね。

今回の○中村Ｇ７宮崎農業大臣会合推進室長

正確な参加者の数等は私どももまだしっかり把

握しているわけではございませんけれども、こ

れまでの開催実績などからいきますと、政府関

係者をはじめ、マスコミ等を含めまして、300人

前後と伺っております。

Ｇ７各国、それからＥＵから要人がお見えに

なりますので、そういった方々をしっかりおも

てなしして、そして宮崎県で開催して本当によ

かったと思っていただけるような取組をやって

いきながら、宮崎県の魅力も伝えるようなこと

に我々はしっかり取り組み、準備してまいりた

いと考えております。

そういったことを踏まえての予算を今回計上

しているところでございます。

22・23日の２日間とはなっていま○星原委員

すが、多分前日とか、あるいは前々日から、ま

た終わった後も１週間とか、どれぐらいになる

か分かりませんが、多分滞在されることが想定

されると思います。その中でやっぱり宮崎県の

観光、あるいは農業についても、いろんなＰＲ

をする機会をどうつくっていくかということが

大事じゃないかなと。

会合自体は２日間なんでしょうけれども、実

際はそれ以上の日数で見えるわけですから、そ

れぞれおいでになる国の方々の名簿等を早く把

握して、それに対応できるような体制も皆さん

方だけじゃなくて官民挙げて、いろんな形で対

応して、宮崎県のよさをＰＲすることで今後に

。つないでいくかが大事じゃないかなと思います

その点も含めて、ぜひいい形で開催できるよう

に考えていただければと思います。

まさに○中村Ｇ７宮崎農業大臣会合推進室長

委員のおっしゃるとおりで、正式な会合は２日

なんですけれども、当然、事前に実務者の会合

があったりとか、あるいは大臣が宮崎県に来ら

れる前には各国の大使等も当然事前に視察され

たりとか、あるいは海外のプレスなんかも実際

に視察されたりという機会がございます。

そういったあらゆる機会を通して、宮崎県の

すばらしい農業をはじめ、食、それから伝統文

化といった魅力を世界に発信できるようにいろ

。んな取組を進めてまいりたいと考えております

県と宮崎市が中心になるのは当た○星原委員

り前なんですが、26市町村あるわけですから、

そことの連携もうまく取っていただいて、それ

ぞれの市町村も自分のところのＰＲとか、いろ

んな形で対応できるような体制といいますか、

そういうことも検討していただければと思いま

すので、よろしくお願いいたします。

今のＧ７宮崎農業大臣会合の関係○太田委員

で、総務政策常任委員会の管轄外かもしれませ

んが、先ほど有岡委員が言った警備の関係で、

予算書を見ても県警の補正予算は上がっていま

せんので、宮崎県警として今回の関係で警備の

予算を計上することはなかったということだろ

うと思います。

これは警備関係は国が全体的に行っていくと

いうことになるんですかね。宮崎県警としても

多少の何らかの予算が出るんではないかなと

思ったものですから、国がやると言えばもうそ

れでいいんですけれども、どうでしょうか。

今回、○中村Ｇ７宮崎農業大臣会合推進室長

私どもで予算をお願いしておりますのは、あく

までも開催支援であるとか、会合を成功させる

ために必要な予算であるとか、あるいは宮崎県
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の魅力を発信したりとか、機運を醸成したりと

か、そういったための予算でございまして、警

備に係る予算等はこの中には含まれてございま

せん。

予算については、県警のほうでまた別途、御

検討いただくのかなとは思っております。

総務政策常任委員会ではない、管○太田委員

轄外ということで言いましたが、私は今回の歳

出予算を見ると 県警の予算は補正として上がっ、

ていないからその辺の制度の仕組みで何かある

んだろうなと思って、老婆心ながらそこのとこ

ろも確認させてもらいました。

県警の○中村Ｇ７宮崎農業大臣会合推進室長

予算につきましては、また今後、しっかり警備

計画をつくられた上で改めて御相談されるもの

と承知しております。

次に、交通・物流事業者燃料高騰○太田委員

等対策事業でありますけれども、これは６月補

正で一回やりましたが、またさらに充実させる

ためにということで理解いたしますが、６月補

正の分がもう既に消化済みというか、完全に使

い切って今回また追加ということになるのか。

その消化状況はいかがでしょうか。

６月補正で御承認いただ○佐野総合交通課長

いた予算につきましては、全体の執行率が金額

ベースで約90％ということで、8,000万円ほど

余っております。

前回の６月補正が５か月分という形で補助さ

せていただいたんですけれども、国に合わせて

さらに３か月分ということで、今回補正させて

いただきますこの３億1,000万円に余っておりま

す8,000万円をプラスして執行させていただきた

いと思っているところでございます。

了解しました。有効にお願いした○太田委員

いと思います。

Ｇ７サミットの関係ですが、○日髙副委員長

今回、総合政策部でこういった形で全体枠は出

ていますが、例えば農業の関係について、今日

の常任委員会で説明しているんですか。

農業の分も含めまして、○津田総合政策課長

私どもで協力体制とかをやっておりますので、

このサミットとしても後ほど説明いたしますけ

れども、農政水産部の次長もＧ７宮崎農業大臣

会合推進室のメンバーとして入っておりますの

で、一緒になってやっております。だから予算

としてはこちらで合わせてやっております。

農業サミットということで、○日髙副委員長

これまで私は一般質問で食料自給率のことを

ずっと言ってまいりました 当然 Ｇ７の中で40。 、

％を切っているのは我が国だけですよね。イタ

リアが58％で、カナダなんかは233％という数字

が上がっています。日本が38％というのは一体

いかがなものかということでずっと言ってきた

ところです。

このウクライナ情勢の中でますますこの農業

問題が穀物戦争に発展するんじゃないかという

のは、非常にタイムリーと言ったらいけないか

もしれないけれども、でも日本にとっても世界

にとっても、今、農業をもう一回根本的に見直

さなくちゃいけない状況に来ています。そのよ

うな中、今、このタイミングでサミット開催地

となり、本当にこれはいい方向で成功させてい

ただきたいと思うんです。

今言われたように、結局、総合政策部でやっ

ていること、それから農政水産部でやっている

こと、ここにはやっぱり食が入ったんで、商工

観光労働部も全部入ってくるわけですね。その

辺の総合的なマネジメントをしっかりやっても

らいたいと思います。

ちょっと細かいことで大変申しわけないんで
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すが、例えば夕食とか昼食とか、そういった食

の内容については、これはもう宮崎県にお任せ

になるんですか。それともある程度国から指示

、 、が来るのか どこ辺まで県がタッチできるのか

もしそこら辺が分かっていたら聞きたいです。

まず、○中村Ｇ７宮崎農業大臣会合推進室長

マネジメントというか、体制のことでございま

すけれども、まさに資料の下の参考２にござい

ますように推進体制で官民連携の協議会があっ

て、それを支える形で、県、市、それから関係

団体があります。

県は先日、Ｇ７宮崎農業大臣会合推進本部と

いうものを立ち上げて、全庁を挙げてこの取組

、を支える体制をつくったところでございまして

その中で農政水産部も当然その必要な協力をし

ていくと。食料自給率向上につながるような取

組も当然、今回は食料安全保障であるとか、農

業の持続可能性といったことも非常に重要なテ

ーマでございますので、そういったことを本県

の農業の振興につながる成果を残していかない

といけないと考えてございます。

食に関してでございますけれども、会合の夜

には通常、会合歓迎レセプションがあったりと

か、いろんなランチの機会がございます。そこ

で我々としましても、先日、おいしさ日本一に

輝きました宮崎牛をはじめ、キャビアであると

か、新鮮な野菜であるとか、たくさんの魅力あ

る宮崎県の食がございますのでそういうのは積

極的にＰＲしていきたいと考えております。

ただ、基本的に主催が国になるものですから

そういった食材の選択に関しましては、我々か

らのいろんな提案を受けて、その中で実際にど

ういうメニューができるかということをホテル

側とも調整しながら、最終的には国がメニュー

を決めていくと認識しております。

キャビアや肉はおいしさの話○日髙副委員長

ですから、そこら辺が今後の輸出に結びついて

いくとか、そういうことになるかと思うんです

が、これは経済面から見た効果です。

ただこれはやっぱり農業ということを考える

と 農業のことをあんまり言っても仕方ない─

んですけれども 総合政策部は取りまとめ役─

になるから、やっぱり今度の農業サミットの問

題は自給率を各国でどうするか。アフリカとか

そういったところをこれからどう先進国が支援

、 、していくかというのは これはやっぱり大きく

非常に重要な会議だと思うんですよね。

食料自給率の話もさっきしましたけれども、

この前の一般質問でも米からできるパンと麺、

これをずっと言ってきました。これはやはり日

本がどうというよりも、世界の農業需要、小麦

がこれからどうなっていくのか。そして爆発的

な人口増加の中、先進国が後進国をどうやって

救っていくのかということになれば 日本にとっ、

ても責任感は非常に大きいと思うんですよね。

その中で言っていたのは、やっぱりヨーロッパ

は今、グルテンフリーですので、この辺とかで

すね。それからオーガニックの関係ですね。こ

。の辺がやっぱり欧米の主流になってきています

ぜひこの辺は松浦部長、農政水産部としっか

りタイアップしてもらって、国の方針の中で、

どこまで宮崎県のアピールができるかどうか分

からないかもしれないけれども、この場をどん

どん利用してうまくやっていただきたいなとい

うことを非常に考えています。

農政もありますけれども さっきのオーガニッ、

クの食の問題 どういうメニューを出すかと─

、 、いうのは これはやっぱり商品開発もあるので

その辺は商工観光労働部も関係してくるんだと

思いますので、松浦部長、先頭に立って考えて
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くださいね。お願いします。

農林水産省からも、宮崎○松浦総合政策部長

県に場所が決まったということの意味をしっか

り出していきたいという考えをいただいており

ます。そういう中で例えばレセプションで県も

主催に入るということになれば、メニューの提

案は一定程度やっていきたいと思っております

し、それ以外のところでの食事もあるわけです

から、そういうことについても、最終的には国

が決めるのかも分かりませんけれども、こうい

う考え方でやっていきたいということは十分、

話をしながら、我々の考え方を酌んでもらえる

ように頑張っていきたいと思います。

今の日髙副委員長の質問に対する○中野委員

皆さん方の答弁はいまいちぴんときませんでし

た。何かずれているような気もしました。

この予算が約１億円、千円の桁まで、来年度

、の負担金まで含めて書いてあるんですけれども

県と市と関係団体でいろいろ協議した。あんま

り国が関与しないように聞こえましたが、何か

モデルというか、何か仕様みたいのがあったと

思うんですよね。それがあったか、そういうこ

とをどう参考にされたのかということと、前回

の伊勢志摩サミットの小会合は新潟県かどこか

だったですわね。そのときはどのくらいの予算

額だったのかお尋ねします。

予算の○中村Ｇ７宮崎農業大臣会合推進室長

積算についてでございますけれども、私どもが

参考にさせていただいたのは、過去に本県で開

催した2000年の外相会合と、それから今委員か

らお話のありました、７年前に伊勢志摩サミッ

トが開催されたときに新潟県で農業大臣会合が

開催されておりますので、その内容と予算など

を参考に今回こういった予算を御提案させてい

ただいたところでございます。

新潟県の予算につきましては、6,900万円と私

どもは把握しております。その後、近年の物価

、上昇とか資材高騰等の影響等もございますので

そういったことも加味して、今回の予算を計上

。させていただいているということでございます

分かりました。○中野委員

次に、その他報告事項の説明を○日高委員長

求めます。

常任委員会資料の８ペー○津田総合政策課長

ジを御覧ください。

その他報告事項といたしまして、令和４年度

総合政策部組織改正について、御説明いたしま

す。本日付の改正でございます。

、 、内容といたしましては １にありますとおり

令和５年４月に宮崎市で開催されるＧ７宮崎農

業大臣会合の開催の準備に関する事務を行うた

め、総合政策部に次長（県民生活・サミット担

当）を設置するとともに、総合政策課にＧ７宮

崎農業大臣会合推進室を設置するものでござい

ます。

体制といたしましては、改正後の欄を御覧く

ださい。次長、室長と４つの担当を置くことと

しております。総務企画担当、開催支援担当、

おもてなし担当、広報・ＰＲ担当の４つの担当

を置きまして、先ほど室長からもお話ございま

したとおり、県だけではなくて宮崎市や県警か

らも人を迎えまして、体制を整えているところ

でございます。

また、米印にありますとおり、別途、農林水

産省に県１名、宮崎市１名を派遣して、農林水

産省との連携もうまく取れるようにいたしてい

るところでございます。

次に、資料の９ページを御覧ください。

令和５年度の施策の構築に当たっての視点で

ございます。
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通常であれば、重点施策として御説明させて

いただくところでございますが、今回は骨格予

算でありますことから、視点というふうに整理

しているところでございます。

中身といたしましては、５本の柱の下で進め

ようと考えております。

まず第１に、コロナ禍・物価高騰等からの再

生・復興であります。

①生活困窮者や離職者等の支援など県民生活

の安定化や、②事業継続支援など、コロナ禍や

物価高騰等からの復興だけではなくて、④や⑤

にありますような、Ｇ７宮崎農業大臣会合開催

を契機とした交流回復・活性化対策やスポーツ

環境など、本県ならではの魅力の強化や継続的

な情報発信など、先を見越した取組を進めてま

いります。

２番目といたしまして、中山間地域の暮らし

の維持・活性化でございます。

人口減少の中でデジタル技術の積極的活用に

よる日常生活に必要なサービスや機能の維持や

地産地消などの持続可能な仕組みづくり、関係

。人口の創出・拡大などに取り組んでまいります

３番目といたしまして、経済・産業成長の促

進であります。

先端技術の活用によるＤＸやエネルギーの利

用拡大など、新しい課題への対応ということで

進めてまいります。

４番目といたしまして、次世代育成、若者・

女性活躍の推進です。

少子化対策の強化や女性活躍の推進、学校教

育の充実など、次の世代を見据えた取組を進め

てまいります。

５番目といたしまして、安全・安心な県土づ

くりの推進です。

今回の台風第14号の対応など、最近、災害が

激甚化しております。そういったことも踏まえ

まして、防災・減災や国土強靭化の推進を進め

てまいります。

これらの視点を基に令和５年度施策を展開し

てまいります。

宮崎空港の国際線の状況○佐野総合交通課長

につきまして、御説明いたします。大変申し訳

ありませんが、委員の皆様のお手元のタブレッ

ト端末にはデジタル資料が入っておりませんの

で、本日机上配付させていただきました紙の資

料で御説明いたします。

まず、１の国際線再開に向けた動きですけれ

ども、宮崎空港を発着する国際線は、新型コロ

ナの感染拡大前はソウル線及び台北線の２路線

で運航しておりましたが、令和２年３月以降は

運休となっているところでございます。

国におきましては、コロナ禍においても５大

空港と言われます成田空港、羽田空港、中部国

際空港、関西国際空港、福岡空港の５つはずっ

と開けたままというところでしたけれども、そ

の後、今年６月から８月にかけまして、コロナ

以前に入国者数が多かった空港から順次、国際

線を再開しているところでございます。

、 、 、 、具体的には 千歳空港 那覇空港 仙台空港

広島空港、高松空港が今、国際線の受入れ可能

、空港となっているところでございますけれども

本年10月11日より、国から水際対策を大幅に緩

、 、和し 今後の就航予定に応じて準備が整い次第

順次再開するという方針が示されているところ

でございます。

しかしながら、大幅緩和とはいえ、入国に際

してはワクチン３回接種、または出発72時間以

内の陰性証明の提出と感染が疑われる方の入国

時の検査が残っている状況でございます。

このような状況にございまして、２の宮崎空
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港の動きでありますけれども、まず（１）宮崎

―ソウル線につきましては、韓国の大手旅行会

社が、アシアナ航空のグループ企業で韓国のＬ

ＣＣであるエアプサンで今月13日、16日、19日

の３往復のチャーター便運航を予定していると

ころでございます。

また、②でございますが、アシアナ航空は来

年１月12日から２月23日にかけまして、週２往

復、木曜日と日曜日でございますけれども、韓

国からの旅行者のみを対象としたプログラム

チャーター便を計画しているところでございま

す。

（２）の宮崎―台北線につきましては、チャ

イナエアラインが運航しておりました定期便は

コロナ禍に入った当時から条件が整い次第、再

開したいという意向をお示しいただいていると

ころでございます。

次に、３、受入れに際しての主な課題です。

（１）の検疫体制の整備についてでございま

す。まずは、空港内において、出発と到着した

人が重ならないための動線を確保する必要があ

るということ、また、入国時にワクチン３回接

種済み等を確認するため、パスポート情報等を

読み取る機械、機器等の整備や応援体制を含め

た人員の確保が必要になります。

また、検疫でコロナ陽性者となった場合の宿

泊療養施設や搬送手段等を確保するというとこ

ろが求められているところでございます。

さらに、大きな課題の一つとしまして （２）、

。航空会社の体制整備というところがございます

これは地上職員、具体的には国際線の場合は、

地上業務は全日空とか日本航空とかが委託を受

けてカウンター業務とかを行うわけですけれど

も、コロナの影響もかなりあって職員を減らし

ておりますので、そこの職員不足、また国際線

を受け入れるための職員の皆様のスキルアップ

が必要というところでございます。

、 、 、最後に ４ 県の取組でございますけれども

県といたしましては国の方針が示されて以降 10、

月の初めから、各ＣＩＱ官署、または空港ビル

等と個別にいろいろと打合せ、協議等を進めて

まいりましたが、10月26日には各機関が一堂に

会しまして、受入れに備えた意見交換を実施し

たところでございます。

また、10月27日には、知事が直接、厚生労働

省に赴きまして、検疫における人員、機器等の

配置について要望させていただきました。

また、11月８日 来週からですけれども、─

台湾のチャイナエアライン本社等を訪問し、早

期の運航再開を要望していくことにしておりま

す。

いずれにしましても、まずは今月中旬のエア

プサンの受入れについて、今ぎりぎりで最終の

調整をしているところでございまして、何とか

ここを受け入れて、年明けのアシアナのプログ

ラムチャーターにつなげ、また何とか早期にソ

ウル線、台北線が定期便としてコロナ禍前に戻

るように全力で取り組んでまいりたいと考えて

いるところでございます。

執行部の説明が終わりました。○日高委員長

質疑はございませんか。

組織改正についてでありますが、○太田委員

委員会資料の８ページで改正以降、総務企画担

当、開催支援担当などとなっていますが、各担

当の職員は何名ずつになるんですか。

各担当３名ずつでやって○津田総合政策課長

おります。

国際線の関係でお尋ねしたいと思○有岡委員

うんですが、検疫体制の整備の部分でコロナの

陽性者が出た場合というお話がありました。
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、 、 、韓国からの旅行客は ゴルフとか 登山とか

そういったグループで来られる方が多いのかな

というイメージがあるものですから、検疫して

濃厚接触という場合はどうするとか、そういっ

たルールについては先方にはある程度、情報と

して提供していらっしゃるのか。こちらに来ら

れて初めて聞くということではトラブルの可能

性があるものですから、そこら辺の情報の共有

について、お尋ねいたします。

特に今回のエアプサンの○佐野総合交通課長

チャーターから受け入れるというところで、こ

のチャーターは、韓国の大手旅行社１社だけで

募集しているものでございます。そういった意

味においては、先ほど申しましたようにワクチ

ン３回接種じゃないと入国できませんよと、ま

た、発熱等いろいろあった場合は入国ができな

いというところ、もし仮に万一のことがあれば

宿泊療養施設とかに入るということを含めて、

事前にそういったところを徹底した上で募集し

ますし 最終案内もしていくという段取りになっ、

ております。

まずは、委員会資料の９ページの○星原委員

令和５年度の施策の構築に当たって、多分計算

をいろいろされているんじゃないかなと思うん

ですけれども、こういう形で５つの視点という

ことで取り組まれるんですが、私はやっぱりそ

れぞれに数値目標というものが必要だと思いま

す。

県の目標に合わせて、県内の市町村と連携を

、取るものにおいてはそれぞれの市町村において

数値目標を決めないと、なかなかその成果が出

たのか、出ていないのか。あるいは足りなけれ

ばそこに向けてどうしていくかとか、いろんな

ことを考える場合には、やっぱり目標数値を掲

げられるものは掲げて取り組んだほうが、より

成果が上がる。あるいは次年度に向けてどうす

べきかとかね。

だから県が目標を決めて市町村との間で連携

を取る部分においては、市町村との話合いの中

で数値目標を掲げ、それぞれ目標達成に向けて

それぞれの立場で努力したり、頑張るんじゃな

いかなという気します。

ここには上がっていませんが、多分そうなっ

ているのかなと思いますので、ぜひそういうこ

ともどこかにおいて、数値化できるものは数値

を出していただければと思います。よろしくお

願いしたいと思います。

大変重要な視点だと思っ○津田総合政策課長

ています。おっしゃるとおり、今回は予算の構

築のための視点でございますので、この中に数

値目標は入れてございませんが、各予算を構築

する段階で成果指標ということで当然いろんな

数値を出していきます。

また、今度は４年間という話になりますが、

アクションプランの中でもまた数値目標を、６

月議会で提案させていただこうと思っています

、 、が そういった形で知事の施策を踏まえながら

新しいアクションプランをつくりまして、そう

いった中で数値目標を立てて、計画的に進めて

まいります。

あとは、事業をすればいろんな経○星原委員

、 。費がかかりますから 予算も組むわけですよね

、そういうものも計算した上で数字を上げていく

そういうことをやっぱり取るべきじゃないかな

と思いますので、ぜひ検討していただきたい。

ほかにございませんか。○日高委員長

それでは、以上をもって総合政策部を終了い

たします。

執行部の皆さん、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。
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午前11時15分休憩

午前11時20分再開

委員会を再開いたします。○日高委員長

それでは、本委員会に付託されました議案等

について、部長の概要説明を求めます。

本日御審議いただきます議案○渡辺総務部長

等につきまして、御説明させていただきます。

お手元の総務政策常任委員会資料をお願いいた

します。

目次を御覧ください。

Ⅰ、予算議案についてでありますが、まず、

令和４年度一般会計補正予算（第５号）の概要

につきましては、後ほど御説明いたします。

次に、Ⅱ、その他の報告事項では、令和５年

度当初予算編成方針についてなど、３件につき

まして御報告させていただきます。

資料の３ページをお願いいたします。

議案第１号 令和４年度一般会計補正予算 第「 （

５号 」について御説明いたします。）

、 、今回の補正は 令和４年台風第14号災害対策

原油価格・物価高騰等総合緊急対策及びＧ７宮

崎農業大臣会合開催準備等の宮崎再生対策に必

要な経費といたしまして 一般会計で253億1,350、

万6,000円を措置することとしております。この

結果、一般会計の予算規模は、7,230億9,742

万3,000円となります。

今回の補正予算による一般会計の歳入財源と

いたしましては、分担金及び負担金114万1,000

円、国庫支出金144億329万8,000円、繰入金25

億1,327万円、諸収入969万7,000円、県債83

億8,610万円となっております。

、 。次に 一般会計歳出の款別一覧でございます

。左から３列目の今回補正額の列を御覧ください

主なものを申し上げますと、１つ目の総務費

は、Ｇ７宮崎農業大臣会合協力推進協議会が行

う、大臣会合の開催支援や関連事業費を負担す

るための経費などを計上しております。

２つ目の民生費及び３つ目の衛生費について

は、光熱費やガソリン代の高騰の影響を受けて

いる医療機関や社会福祉施設等に対して、支援

金を給付するための経費などを計上しておりま

す。

１つ飛びまして、商工費は台風により被災し

た中小企業・小規模の商工業者に対して、事業

再建に必要な施設や設備の復旧等に要する費用

。を補助するための経費などを計上しております

一つ上に戻りまして、農林水産業費と、表の

下から４つ目の土木費、表の下から２つ目の災

害復旧費には、台風第14号対策として、災害復

旧に係る経費などを計上しております。

予算案の概要については、以上であります。

なお、議案等の詳細につきましては、担当の

局長、課長から説明いたしますので、御審議の

ほどよろしくお願いいたします。

次に、議案についての説明を求○日高委員長

めます。

なお、委員の質疑は執行部の説明が全て終了

した後にお願いいたします。

常任委員会資料の４ページを○高妻財政課長

御覧ください。

一般会計歳入一覧についてであります。

まず （１）総括ですが、表の左から３列目、、

太枠内の今回補正額の欄を御覧ください。

自主財源につきましては、３つ目の分担金及

び負担金が114万1,000円、３つ飛びまして繰入

金が25億1,327万円 １つ飛びまして諸収入が969、

万7,000円、さらにその下の依存財源につきまし

ては、下から２つ目の国庫支出金が144億329

万8,000円、その下の県債が83億8,610万円とい
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ずれも増額になっております。

これらの補正による歳入合計は、253億1,350

万6,000円となっておりまして、補正後の予算規

模は、歳入合計の補正後の欄にありますとお

り、7,230億9,742万3,000円となります。

５ページを御覧ください。

（２）歳入科目別概要についてであります。

まず、分担金及び負担金は、台風第14号災害

対策に係る県単公共事業のうち、ダム施設管理

事業について、ダムの共同設置者からの負担金

を受け入れるものであります。

次に繰入金でありますが、補正予算の編成に

必要な県費を確保するため、財政調整積立金な

どから繰り入れるものであります。

、 、 、次に 諸収入は 受託事業収入でありまして

堰堤改良事業に伴う企業局からの受託料を受け

入れるものであります。

次に、国庫支出金については、資料の右側の

説明欄のとおり、二重丸が２つございまして、

国庫負担金と国庫補助金であります。

まず、国庫負担金ですが、これはいずれも台

風第14号で被災した治山施設や道路河川施設と

いった公共土木施設の復旧のための財源として

受け入れるものであります。

次に、国庫補助金であります。

１つ目の総務費国庫補助金については、今回

の物価高騰等対策事業の主な財源として、地方

創生臨時交付金を受け入れるものであります。

２つ目の民生費国庫補助金からその２つ下の

農林水産業費国庫補助金につきましては、台風

第14号で被災した社会福祉施設等の復旧、流木

等の漂着物処理、特用林産物生産施設の再建な

どの財源として受け入れるものであります。

さらにその下の商工費国庫補助金につきまし

ては、全国旅行支援 みやざき割でございま─

すけれども などの財源として受け入れるも─

のでございます。

最後に、表の一番下の県債であります。

いずれも災害復旧事業などの実施に伴うもの

であります。

執行部の説明が終了しました。○日高委員長

議案についての質疑はございませんか。

台風第14号被害対策の予算の執行○井上委員

に当たって、どう周知されているのかを聞きた

いです。

、今日知事から説明を受けたわけですけれども

提案理由の説明の要旨の中に、特筆すべきとい

うか、国の支援の対象外となっている部分につ

いて県独自の支援を初めて実施するということ

を書いてあるわけですね。私は、ここは物すご

く注目すべき内容で、これがあれば、今まで対

象外になっていた部分が対象になる可能性が非

常にあるわけですよね。

例えば台風第14号で保険対象になっている部

分は、その保険で賄っていただければいいんだ

けれども、実際はそれを超した分がすごくある

わけですよね。次の事業に向かって、自分たち

がもう一度その同じ事業をやろうとする、継続

していこうとするときのエネルギーになる部分

として、改めて資材を買うとか、いろんなこと

がすごくあると思うんですよね。

決して全体をどうこう言っているわけではな

いんですが、例えばこういうのってどうなりま

すかと事業者から連絡があった場合に、それは

もう難しいですねと先に押し戻したりしないで

ほしいわけですよ。本当に知事が県独自の支援

を初めて実施すると言われているとするならで

すよ。

特に農畜水産業においては経営再開に必要な

飼料等の導入費用や施設の修繕費用を支援する
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となっているわけですけれども、大方の場合、

これってなかなか難しくて該当しなかったりす

。ることが今まで往々にしてあったわけですよね

だからこういうことについて、本当にこれから

もう一度、こんな目に遭ったけれどもやってい

こうと思っている人に対して、県に相談したり

したときに、いや、これは難しいですねとそう

いうことを先に言うことをやめてもらいたいわ

けですよね。

今回、私も何人かから御相談を受けたんです

が、いや、そういうことはないと。それは違う

と申し上げているわけですよ。今後のことで先

を開くためにも、頑張ってこういうことに支援

してほしいということがあれば、そのことにつ

いてきちんと言ってくださいと申し上げている

んですね。

宮崎市との連携もあるので、市にもそのこと

を申し上げるように言ってあるわけですけれど

も、せっかくこういうふうにして激甚災害の対

象になった。その上にまた県独自の支援を初め

て実施すると知事は今日言い切っておられるわ

けだから、こういうことが本当に下まで浸透す

るようにしていただきたい。

そして事業者の持っている悩みというのを

しっかりと聞いていただきたい。でないと事業

継続していけるか、いけないかの瀬戸際にいる

人たちとかがいらっしゃるわけですよ。だから

そこをきちんと浸透させるという、総務部だけ

がそれを請け負うかどうかというのは、なかな

か難しいところもあるかもしれないけれども、

やっぱり知事のこういうメッセージというのは

しっかりと災害に遭われた方たちに届くように

していただきたいと思っているんですが、どう

ですかね。

最も大事な点ではないかと思○渡辺総務部長

います。各種支援が事業者や生活者に届いてこ

、 、そ初めて意義がありますので 御指摘のとおり

まずその門前払いとか、あとは知らないという

状態をつくらないようにすることですとか、周

知を工夫することが大事だということは、総務

部も当然でありますけれども、各部ともよく連

携してやっております。

具体的な手段については、各事業のメニュー

ごとに、例えば商工関係であれば商工観光労働

部を中心に商工関係団体など、また窓口となる

事業者がいますので、そういった方々を通じて

やっているつもりではあるんですけれども、こ

れから執行していく上でまさに今の点が目詰ま

、りが起きていないかということを常に意識して

そういうことがあればその都度、周知なり、相

談受けなりを工夫していきたいと考えておりま

す。

相談する側は 事業を今後どうやっ○井上委員 、

、て継続していけば自分はまだやっていけるのか

生き残っていけるのかということを非常に真剣

にお考えなんですよね。

総務部がということではなく、各担当のとこ

ろで今から細かにこれは該当する、これは該当

しないというのを決めると思うんですよ。その

ときに何をもって該当しないとし得るのかとい

うこととかも含めて、説明がきちんとできる状

況をきちんと、その事業者に対して説明すると

きに納得がいくようなことをきちんと言えるよ

うにしていただきたいなと思います。事業継続

する側の事業者にとってみれば、その一言一言

が非常にメンタルな部分にも影響していること

は事実です。

今回の災害は平成17年の災害と同じぐらいと

言われると、私が見ていない部分も十分あるん

だなということを実感するわけですけれども、
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そういう事業継続のために、今後、宮崎県の産

業をどう維持していくかという一つの決断で

あったと思うんですよ。

県独自の支援を初めて実施すると言い切って

おられるので、言葉と実態とが一致するように

していただきたいと思っています。今日、説明

を聞いて本当にうれしく思いましたので、ぜひ

各部の窓口になる人たちには特にそうですけれ

ども、浸透させていただきたいと要望しておき

ます。

２つほどあるんですが、１つは、○太田委員

今回こういう台風災害、原油価格高騰、物価高

騰対策等に迅速に政策を打ち出しておられるこ

とを評価したいと思います。

その中で具体的に言うと、委員会資料の５ペ

ージの国庫支出金のところの説明で海岸漂着物

地域対策推進事業補助金というのがありますけ

れども、これは衛生費となっています。恐らく

福祉関係かなと思いますが、この海岸漂着物の

撤去に関しては、地元自治体の負担とか、県の

負担はありますか。

まず、衛生費で計上している○高妻財政課長

ことにつきましては、これは国庫補助金の支出

元が環境省ということで、環境分野だと思って

いただきたいということです。

それから、地元の負担については当然ござい

ます。ただ、そこの部分には、特別交付税によ

る措置がございますので、一定割合は後ほどま

た県に交付税として戻ってくる可能性が高いと

思っています。

この海岸漂着物については、今の○太田委員

衛生費の国庫補助金では、それなりの市町村と

の合意といいますか、国がつくった制度として

合意されていると思いますが、この海岸漂着物

は、通常、県の仕事なのか、市町村の仕事なの

かでどっちがやるべきかとかいう議論が今まで

あったようですけれども、こういう形でお互い

が協力するものがあったほうがスムーズにいく

のかなと思って、その辺の解決が図られておれ

ばいいかなと思いましたが、これは財政課の仕

事ではないかもしれませんが、現状はどうなの

でしょうか。

、○高妻財政課長 財政の面から申し上げますと

海岸管理者は港湾とか、漁港とか、建設海岸と

かございますけれども、一応それは宮崎県知事

でございますので、海岸管理者としての流木等

の処理、ごみの処理については必要な経費を計

上したということで御理解いただきたいと思い

ます。

テーマが変わりますが、こういっ○太田委員

た補正で迅速に対応されていることについては

評価しながらですが、今、国会で30兆円近い補

正予算をまた組もうとされていますよね。それ

はそれで私はいいことだとは思うんですが、何

か国の議論を聞いていると、こういった30兆円

近い補正を組むに当たって、財政健全化という

言葉とか、中には消費税で将来これは賄えない

といけないのではないかとかいう議論があった

りしています。

財源として、私たち地方自治体としてはお金

をどんどん頂くことについてはいいんだけれど

も、果たして赤字国債をいっぱい出していくよ

うな風潮でいいのかという議論とか、財政健全

化というときに将来日本はどうなるんだろうか

という不安を持つ人たちもいたりします。

私たちはこういう制度設計をされればよしと

して、ありがたいと思ってはおりますが、一つ

の議論として、例えば新聞でも報道されていま

したけれども、75歳以上の後期高齢者医療制度

の国の議論ではある程度応能負担、いわゆる高
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額所得者も負担しないといけないのではないか

という議論がされていることについては、私は

。そういう議論もあるべきではないかと思います

ということで、やっぱり能力のある人たちから

負担してもらうという議論は大事ではないかな

と思います。

今回、30兆円近い国の補正も恐らくなされる

と思いますけれども、そういった議論をしても

らわないと、地方自治体とかが将来苦労するよ

うなことになるのではないかと思います。後期

高齢者医療制度の国の議論でそういった能力の

ある人から応能負担すべきだという議論がある

ように、自治体からも国に対してのそういう声

を上げたり、そういう機運づくりも必要ではな

いかなと思ったところです。

これを素直に受け継いでいってもいいんです

けれども、財政収入のところの国の在り方も少

し考えていただきたいですよということをぜひ

メッセージなり、知事の要望なりのところで上

げてもらうといいかなという感じはいたしまし

たが、いかがでしょうか。

御指摘のとおり、今回、閣議○高妻財政課長

決定された総合経済対策におきましては29.1兆

円の補正予算の提案を目指すということになっ

ていると思います。その財源は赤字国債の占め

る割合が高いというのは、御指摘のとおりでは

ないかと思っています。

ただ、今なぜ経済対策を行うかということで

考えますと、やはり当面の国民生活ももちろん

ですが、国家の経済をしっかり回復させること

によって、ＧＤＰといいますか、経済を回復さ

せることで税収の改善を図っていくという狙い

が大いにあります。

ＧＤＰギャップという、需要のギャップが足

りないから今は公費を入れてやるということで

ございますので、これは長い目で見れば、税金

としてまた国家に入ってくるという仕組みの中

。でお考えになっているものと理解しております

後段の国への要望の件につきましては、御指

摘のとおりかと思いますので、また関係部局等

ともよく話していきたいと考えております。

ほかにございませんか。○日高委員長

それでは、次にその他報告事項の説明を求め

ます。

常任委員会資料の６ページを○高妻財政課長

御覧ください。

令和５年度当初予算編成方針についてであり

ます。別冊として全文もお配りしておりますの

で、後ほど御確認いただければと思います。

まず、１、予算編成の基本的な考え方であり

ます。

令和５年度当初予算の編成に当たっては、引

き続き、健全な財政運営を維持し、人口減少対

策や国土強靭化対策をはじめとする本県の諸課

題に的確に対応するとともに、新型コロナ対策

や物価高騰等対策などによる県民生活や地域経

済の着実な再生と、将来を見据えた新たな成長

活力の創出に向けて積極的な展開を図ってまい

ります。

次に （１）の優先度の高い施策の構築等につ、

きましては、先ほど総合政策部からも御説明が

あったと思いますが、８ページに令和５年度の

。施策の構築に当たっての視点を掲げております

これに基づいて、効果が高い施策等の構築を行

うものであります。

次に （２）の政策推進のための財政の健全性、

の確保では、優先度の高い施策等を推進するた

め、社会保障関係費や公共施設等の老朽化対策

に伴う経費など多額の財政負担が見込まれる事

業につきましては、市町村等との連携・役割分



- 17 -

令和４年11月１日(火)

担を考慮の上、計画的な予算計上を行っていく

ということであります。

次に （３）の骨格予算としての編成では、令、

和５年度当初予算は、来年１月が知事の改選期

に当たるため、骨格予算として編成することと

しております。このため、新たな政策的な経費

等につきましては、６月補正予算で計上するこ

とになります。

次に、２の全般的事項であります。

（１）の予算要求限度額につきましては、昨

年度と同様の考え方で、基本的には令和４年度

当初予算額の範囲内としております。いわゆる

マイナスシーリングを行わないということであ

ります。ですが、７ページの表の中の１から６

にあるものについては、表の右側に記載してい

るとおり取り扱います。

この表の中で、昨年度と異なるものが２つご

。 、 。ざいます １つ目は ４の災害復旧事業費です

その中の台風第14号災害対策に係る事業は所要

額としたことです。

２つ目は、６の別途要求を認める経費という

ものを設けたことであります。この別途要求と

いいますのは、国で言うところの事項要求に近

いものですが、宮崎再生基金等を活用した事業

に要する経費や、先ほどの施策の構築に当たっ

ての視点に基づく優先度の高い施策に係る経費

などについては、別途要求を認めるというもの

であります。

、 。さらに この表の上にただし書がございます

この部分が要求限度額の例外であります。です

が、この部分につきましては、昨年度も同様の

記述でございます。具体的には、新型コロナ対

策、物価高騰等対策、国土強靭化対策に係る公

共事業費につきましては、国の予算編成の動向

等を踏まえまして、今後の予算編成過程におい

て適切に対応するというものです。

次の（２）の事業構築に当たっての留意事項

でございますが、これは庁内各部に予算編成に

おけるＰＤＣＡの徹底を呼びかけるものであり

まして、予算の質を高めるための取組と御理解

ください。

次に３、歳出に関する事項としましては、段

階的な定年延長の導入が行われる予定でありま

す。これに伴いまして、２年に一度、定年に係

る退職手当を支給しない年が出てまいります。

このようなことから毎年度の退職手当に係る財

政負担を平準化することを目的としまして、退

職手当基金の設置を検討いたします。

最後に、予算案の公表は２月上旬の予定であ

ります。

、資料につきましては以上でありますけれども

引き続き、本県の諸課題に適切に対応できるよ

う、財政の健全性を保ちつつ、効果的な予算編

成を行ってまいります。

また、今年度の予算につきましても、先ほど

お話がありました、国において10月28日、新た

な総合経済対策が閣議決定されております。開

会中の臨時国会に補正予算案を提出される見込

みでありますので、県といたしましても、今後

の国の動向をよく見極めながら、国の対策と歩

調を合わせてしっかりと対応できるよう検討し

てまいります。

常任委員会資料の10ペー○松野危機管理局長

ジをお開きください。

令和４年台風第14号に係る被害等について、

御説明いたします。

まず、１、県の対応でございます。

今回の台風14号は、非常に強い勢力を維持し

たまま本県に接近することが見込まれておりま

したので、台風接近前の９月17日午後３時に災
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害対策本部を設置しております。また、翌18日

には、住民の早期避難を促すため、県内全市町

村を対象に災害救助法を適用しております。

台風により、９月18日から19日にかけて、本

県でも長時間にわたり、猛烈な風と雨の影響を

受け、各地で甚大な被害が発生しております。

、 、三股町では 土砂崩れにお一人が巻き込まれ

緊急の救助を要したことから、三股町長の災害

派遣要請の要求を受け、９月19日午前10時に自

衛隊に対し災害派遣要請を行いました。

また、高原町では、給水施設が土砂崩れの被

害を受けたことから、こちらについても高原町

長からの派遣要請の要求を受け 19日午後１時30、

分に自衛隊に対し災害派遣要請を行っておりま

す。

９月21日には、知事と市町村長とでウェブ会

議を開催し、人的派遣の要請等があったところ

であります。

９月29日ですけれども、住家被害の多かった

延岡市で災害救助法が適用されております。

10月７日に、応急対策に一定のめどがついた

ことから、災害対策本部を廃止するとともに災

害対策室を設置し、現在、各部局との連絡調整

等を行っております。

最後に表の一番下でありますが、10月28日に

国から激甚災害の指定について閣議決定がなさ

れたとの公表が行われたところであります。

次に、２の被害状況でございます。

人的被害として、死者３名、負傷者は26名と

なっております。

住家被害としましては、全壊から床下浸水ま

でを含めて1,594棟となっております。住家被害

については、罹災証明書の発行など、市町村に

おける事務が煩雑となることから、人的支援の

必要性等について市町村と情報共有を行ってお

りまして、10月に延岡市に職員２名を派遣した

ところであります。

次に、３、避難の状況についてであります。

県内ほぼ全ての世帯を対象とした避難指示が

出される中で、ピーク時である９月18日23時に

は１万1,985人の方が避難所に避難されました。

次に、４、停電の状況ですけれども、今回の

台風では停電による被害として、例えばブロイ

ラー施設のファンが止まってブロイラーが死亡

したり、飲食店の冷蔵庫が停止したことから、

商品が使えなくなったりという被害が県内各地

で発生しました。

ピーク時となる９月19日の午前１時には県内

で11万4,550戸が停電しております。

次に、５、道路の規制状況です。

規制を実施した道路は合計で100路線、147区

間となっております。

次に、資料11ページを御覧ください。

６の被害額でございます。

、 、10月26日現在で 土木被害は403億6,500万円

農業被害は150億8,800万円、その他の被害も合

わせますと被害総額は713億1,200万円となり、

平成以降では平成17年台風第14号に次ぐ２番目

の規模となっております。

今後とも、復旧・復興が一日でも早く進むよ

う、国や市町村、関係機関と連携しながら全力

で取り組んでまいりたいと考えております。

台風14号に係る被害等については、以上であ

ります。

続きまして、資料の12ページをお開きくださ

い。

新田原基地における日米共同訓練について、

御説明いたします。

10月24日に米軍再編に係る新田原基地への訓

練移転に関する連絡協議会が開催されまして、
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九州防衛局長より、新田原基地における日米共

同訓練についての説明がありました。

まず、１にありますとおり、期間は、今月８

日から18日までの11日間で、２及び３にありま

すとおり、対戦闘機戦闘訓練が四国沖で行われ

ます。

４の参加部隊ですけれども、新田原基地の第

５航空団と岩国基地の第12海兵航空群でありま

す。

５の規模につきましては、自衛隊のＦ15が８

機程度 米軍のＦＡ18が10機程度 参加人員約110、 、

。名のいわゆるタイプⅡの訓練となっております

６の宿泊場所ですけれども、約110名のうち

約90名が基地内に、約20名が基地の外に宿泊予

定となっております。

なお 米印をつけておりますけれども 11月10、 、

日から19日に全国規模で実施される日米共同統

合演習に参加する米軍人約40名についても、基

地内に宿泊すると伺っております。

７の県の対応でございます。

本日、副知事が九州防衛局長と面会し、国に

対し、事件・事故の防止や騒音の低減、新型コ

ロナウイルス感染防止対策など、県民の安全・

安心の確保に万全を期すよう文書で要請するこ

ととしております。

また、訓練期間中は危機管理局内に関係機関

との連絡調整を行う体制を構築いたします。

暫時休憩いたします。○日高委員長

午前11時53分休憩

午前11時53分再開

委員会を再開いたします。○日高委員長

それでは引き続き、委員会を行います。

執行部の説明が終わりました。委員の皆さん

から御質問はございませんか。

２つほどあります。○太田委員

常任委員会資料の７ページの歳出に関する事

項の退職手当の関係で、２年に一度、急激に増

えたり、なかったりとかいう説明があり、なる

ほどなと思ったところでありますが、退職手当

については、円滑な支給、財政に変動がないよ

うにということだろうと思いますけれども、今

度、職員採用についても何か同じような感じが

出るのかな。

、いわゆる退職年齢を引き上げることによって

新規採用がちょっと減っていくということなの

か。２年に一回そういう現象が現れるのか。そ

こは分かりませんが、職員採用にも何らかの影

響が出るような気がします。

私は、組織体制というのは、ある年は退職者

が増えたりとか、あの頃は職員採用が少なかっ

たから40年後に退職者が少なくなったとか、そ

ういうものであってはいけない。やっぱりある

程度、満遍なく採用されて、退職されていくこ

とも必要ではないかなと思って、老婆心ながら

これは退職手当の説明でありますが、人員につ

いてもなべて円滑に何かなるようになるといい

、 。かなと思ったところですが いかがでしょうか

定年○小牧総務部次長（総務・市町村担当）

延長につきましては、令和13年度までにおいて

順次延長してまいりますけれども、その間に２

年に一回、退職者がいないという状況になりま

す。ただ、御指摘のとおり、職員の採用を２年

に一度ゼロにするということは、今後の人事管

理上、非常に支障を来しますので、一定の平準

化を図っていきたいと考えております。

また、個別事案としては、国民スポーツ大会

等の実施がありますので、それに要する人員に

ついても、計画的に確保していきたいと考えて

いるところです。
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分かりました。○太田委員

最後でありますが、12ページの日米共同訓練

についてであります。私たちもどう見ていくの

かということについては、頭が痛いんですよ。

現実的に米兵が来て20名ほど基地外に泊まると

かいうことを聞くと、せっかく基地内に宿泊施

設を造ったんだから、事件ができるだけ起きな

いようにそこにみんながきっちり泊まってほし

いなと。

もしくは米軍との交流もあってもいいのかな

という思いも人間的にはするわけですが、やは

り戦争とか、防衛とかいうテーマのことですか

ら、高度な政治判断を国でされるわけですが、

自治体としてはなかなかそこら辺が難しい。

私たちも憲法どおりで見るならば、こんな世

の中にならんでほしいなと。国際的にも紛争が

少ない、こんなことを考えなくていいような世

の中になってほしいなというのが願いではある

んですが、現実的にはそうなっていなくて、こ

ういう日米共同訓練を受け入れていくことにつ

いて、平和にみんなが生きることができるよう

なところも追求してほしいかなという気持ちを

持ちます。

その辺のところで、こうしなさいということ

はありませんけれども、知事も国の責任におい

てやってほしいということですから、その辺の

兼ね合いもありますが、できるだけ国民として

平穏になってほしいなという願いもあるもんで

すから、コメントがありましたらお願いしたい

と思います。

できればそういう世界に○松野危機管理局長

なってほしいと私も当然思っておりますけれど

も、今の世界情勢を見ますとなかなか厳しいも

のがあるものですから、いろんなことを想定し

て、やはり訓練なり、そんなことをやっていく

のがいいのかなと思っております。

委員がおっしゃるとおり、何もない世界が本

当に一番いいと思いますけれども、防災・災害

に対する備えと同じで、いろんなことを想定し

て備えていくことも必要ではないのかなと考え

ております。

今の新田原基地の日米共同訓練で○中野委員

すが、７項目までいろいろありますが、これは

目的というものはないわけですか。

この日米共同訓練につき○松野危機管理局長

ましては、平成18年に日米間で合意された再編

実施のためのロードマップに基づいて、米軍基

地が集中する沖縄県とかの負担軽減を目的に訓

練の移転を実施しているところであります。

、 、 、具体的には 嘉手納基地ですとか 三沢基地

岩国基地などの米軍基地が離発着場として行わ

れている訓練の一部を新田原基地で受け入れて

いるということであります。日米の共同運用の

技術向上というのも当然あると思います。

私は、国防の基本は、戦争があっ○中野委員

てはならないし、してはならないと思うんです

が、要は抑止力をどう高めておくかということ

だと思うんですよね。それでその抑止力が本当

に機能するかを基にしてこういう訓練をするん

だろうなと理解しているんですよ。だから何か

目的とかが書いていないもんだから、そこら辺

をちょっと思いました。

それから、常任委員会資料の10ページについ

てですが、この台風第14号の被害状況のことを

書いてあるんですが、その３番目に避難の状況

ということで ピーク時で6,298世帯 １万1,985、 、

人が避難したと書いてありますが、この避難の

状況は多かったんでしょうか、少なかったんで

しょうか。県がどう想定されたか分かりません

けれども、どんなふうに判断されるものかをお
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聞きします。

避難者が１万1,985人とい○松野危機管理局長

うことで、これは避難のスピードとか、人数と

かがどうだったのかを、前回の平成17年の台風

第14号のときと比較してみたんですけれども、

平成17年の台風第14号では、ピーク時で１

万2,790人でしたので、若干、平成17年のほうが

避難されている方が多いことが判明しておりま

す。

それと、避難所に行くスピードも比較してみ

たんですけれども、前回の平成17年の台風第14

号のときには、本県が暴風域に入っている期間

、の後半のほうで急に伸びているんですけれども

今回の台風では早めに避難者が増えて、ピーク

が前半に来て、早めに１万人を超えているとい

う状況になっております。

そういう意味では早期避難の意識は、この17

年間で浸透してきているのかなと考えておりま

す。

死者が３名、それから負傷者が26○中野委員

名とありましたが、私は少なかったような気も

しないでもないんですよ。というのは、今回の

台風第14号は、当初は今までに経験したことの

ないような台風と気象庁が言いました。それで

そのときに伊勢湾台風や第二室戸台風を例に

取って、それよりも大きいんだよというイメー

ジの情報提供だったと思うんですよ。県内にお

いては、線状降水帯が何本もあるということで

、 。言われたから 早めに避難もされてよかったと

結果としては、平成以降で２番目に大きい被

害額でしたけれども、私はそういう報道から見

て、もう想像もできないような被害が出るんだ

ろうなと思って、私個人もそれなりの備えはし

ましたが、もう後は天任せと思いながらおりま

した。

それでせっかくこう報道して 被害も少なかっ、

たから、言ってはいけないとは思うような気も

しながら、今から話します。

気象庁は今までに経験したことのない台風と

言って、それでえびの市は特に一番西側に位置

するところで、台風の中心は隣町を通っていっ

たんですよね でも その割には風が吹かなかっ。 、

たし、雨も降らなかった。被災した人には申し

訳ないが、そう思ったんですよ。

それで、気象庁はこういう台風の後に今度の

台風についてはこういう構造だった、メカニズ

ムだったということの調査をされるのかどうか

をお尋ねしたいと思うんですよね。

というのは、２年前でしたかね、史上最強の

台風だということで、あのときも今回と同じよ

うなコースで来たんだけれども、東シナ海に来

て急に衰えたと。それは東シナ海の海水面の温

度が低かったから台風が小さくなったためであ

り、被害がなかったからよかったんですよ。

、 、よかったんだけれども 史上最強の台風とか

あるいは今まで経験したことのないような台風

と言う割には、という気もせんでもないもんだ

から、その辺を気象庁はどんなふうに判断され

るのかなということを、気象庁に聞かないとい

けないと思います。

議論がまだ続きそうであります○日高委員長

ので、残りの質疑につきましては、午後からの

。審査としたいと思いますがよろしいでしょうか

〔 はい」と呼ぶ者あり〕「

では再開を１時10分とさせてい○日高委員長

ただきます。

暫時休憩いたします。

午後０時５分休憩

午後１時11分再開
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委員会を再開いたします。○日高委員長

午前中に中野委員から質○松野危機管理局長

問がありました、今回の台風の予想と実績につ

いての気象台からの説明なんですけれども、10

月に宮崎地方気象台が危機管理局に来まして、

今回の台風の予想と実際はどうだったかという

ことについて説明がありました。

結論としては、当初の予想よりは若干弱まっ

たものの、非常に強い勢力を維持したまま九州

に上陸したというところで、台風の進路とか勢

力が、予想と実際はどうだったか。

具体的には、例を言いますと９月18日の９時

現在では、予想は中心気圧が910ヘクトパスカル

だったんですけれども、実際には925ヘクトパス

カルだったとか、最大風速55メートルという予

想だったものが、50メートルだったという予想

と実績を比較しながらの説明がありました。そ

のほかにも24時間雨量の予想と実際の結果だと

か、線状降水帯の発生の予想と結果とか、そう

いった説明があったところであります。

分かりましたが、どうも２年前の○中野委員

ことを含めて、予測ですから外れたりすること

もあると思います。いいほうに外れればいいけ

、 。れども それが違った方向になったりもします

宮崎県は今まで土木事業を含めてかなり災害

対策をやりましたし、農業問題も昭和30年代か

ら防災営農ということでしてきました。それで

なるべく被害が出ないようにしてきたので、規

模に応じた相当の被害じゃなかったかなという

─気がするんですよ。だからああいう前触れ

今までで経験したことがないような台風だった

らどうなるんだろうかなと思ったりですね。

それとこの前も言ったけれども、もう２回連

続、大したことじゃなかったということで、ま

た何年後か知らんけれども同じようなのが来た

場合、安心感が先に入って、大変な目に遭わん

ようにしないといけないと思います。

東日本大震災でたくさんの人が亡くなられた

り 大変な被害が出て いまだに復旧作業をやっ、 、

ているわけですよね。あの何年か前に、どこか

海外からかなりの津波が来るでしょうと言われ

、 。てたけれども 大したことなかったんですよね

だから外れてよかったんだけれども、だからあ

のときも今度も大したことはないかもという、

そういう過信みたいなのがあったから逃げ遅れ

て亡くなったりしたんじゃないかなと。

我々はテレビ画面を見て、現実かと思うよう

なことがどんどん起こり、一人の人は何かテー

ブルの上に乗ったから助かったけれども、そこ

に津波が来ているので、早く逃げろ、逃げろっ

て我々もテレビに向かって言ったんですよね。

今度の台風もそういうことがあってはならん

と思いましたので、質問しました。またいろん

なことが分かり次第、教えください。本当に台

風そのもののメカニズムを研究してもらって、

精度の高い予報をしてほしいなと思うんですよ

ね。それによって我々も備えないといけないで

すからね。

だから最初に言ったように、今まで経験した

ことがないようなと言われた台風の避難の状況

がどうだったのかを最初に聞いたんです。

それと停電の状況ですよね。11万4,000幾らと

いう停電。えびの市でも長い人は１週間ばかり

停電しておりました。これも風の割には電線が

急に切れたんですよね。だから切れるところも

あれば 切れないところもあるから 地域によっ、 、

て、木に当たって切れたんじゃないのもあった

りしました。

だからこの前、九州電力の副社長がお見えに

なったから、この南九州、宮崎県辺りの電線は
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一向に張替えをしないもんだから、古くなって

いるんじゃないのと昔指摘した人がいたんです

がねと。あれ以来、電線を張り替えた記憶もな

いけれども、立派なものに早く替えてください

よと要望しました。

今はもう電気ばかりですから、停電になると

非常に困ることが多いんですよね。だからその

ためには少々のことでは切れないような電線に

。シフトしてほしいなという思いがあるんですよ

その辺の電線について、九州電力は真冬でも赤

字で大変だということが新聞に載っていたけれ

ども、その辺の電気・電線のインフラ整備も呼

びかけてほしいなと思いました。これも要望に

しておきます。

ほかに質疑はないでしょうか。○日高委員長

〔 はい」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって総務部○日高委員長

を終了いたします。執行部の皆様、お疲れさま

でした。

暫時休憩いたします。

午後１時18分休憩

午後３時10分再開

委員会を再開いたします。○日高委員長

、 、 、まず 議案の採決を行いますが 採決の前に

賛否も含め御意見をお願いいたします。

暫時休憩いたします。

午後３時10分休憩

午後３時10分再開

委員会を再開いたします。○日高委員長

それでは採決いたします。

議案第１号につきましては、原案のとおり可

決することに御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

。 、○日高委員長 御異議なしと認めます よって

議案第１号につきましては、原案のとおり可決

すべきものと決定いたしました。

、 。次に 委員長報告骨子案についてであります

委員長報告の項目及び内容について、御要望

等はありませんか。

暫時休憩いたします。

午後３時10分休憩

午後３時10分再開

委員会を再開いたします。○日高委員長

それでは、委員長報告につきましては、正副

委員長に御一任いただくことで御異議ございま

せんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

。○日高委員長 それではそのようにいたします

そのほか、何かございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって本日の○日高委員長

委員会を閉会いたします。皆さん、お疲れさま

でした。

午後３時11分閉会

令和４年11月１日(火)
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